
改正概要

～産業廃棄物処理業者の優良化の促進～～産業廃棄物処理業者の優良化の促進～

事業の実施に関する能力・実績が一定の基準を満たす産業廃棄物処理業者について、
許可の有効期間（現行は一律５年）を７年とする。

・ 原則として許可更新と同時に申請を行う ただし 既に継続して５年以上許可を受けている場合

改正概要

・ 原則として許可更新と同時に申請を行う。ただし、既に継続して５年以上許可を受けている場合
は、現在の許可の有効期間満了日までは、任意のタイミングで申請可能。

・ 申請時には、優良基準に適合することを証する書類を添付書類として提出する。
・ 都道府県知事は優良基準に適合すると認める場合、優良マークの許可証を交付する。
・ 優良基準は、以下のとおり。
－ 従前の許可の有効期間において、事業停止命令などの不利益処分を受けていないこと。
－ 法人に関する情報、事業計画の概要、施設及び処理の状況などをインターネットで公開し、

一定頻度で更新していること定頻度で更新していること。
－ ISO14001やエコアクション21等による認証を受けていること。
－ 電子マニフェストの利用が可能であること。
－ 直前３事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10％以上であること、

が法人税等を滞納していないこと等、財務体質が健全であること。

○ 優良な処理業者は 許可更新に要する事務負担が軽減される

効 果

○ 優良な処理業者は、許可更新に要する事務負担が軽減される。
特に広域的に事業展開する処理業者にとっては大きなインセンティブとなる。

○ より信頼できる優良な処理業者の育成が進む。

排出事業者が安心して委託できる優良な処理業者を容易に選択できる
ようになり、排出事業者責任の確実な履行を補完する。
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